
大学等入学支度金給付制度について 

 

教育委員会管理部管理課 

 

１．事業概要 

芦屋市では故荒巻シヅ子氏からのご寄附を受け，故人のご遺志に沿って，平成

２９年度に「芦屋市大学等入学支援基金」を設立しました。この基金により，向

学心を持ちながら，経済的な理由で大学等への入学が困難なかたに対し，入学に

必要な支度金（入学金又は入学料）を給付する大学等入学支度金給付制度を実施

しています。 

 

２．対象者 

次のすべての要件を満たしているかた 

① 申請時点で１年以上継続して芦屋市に住所を有しているかた 

② 令和３年４月に学校教育法第 1 条に規定する大学等iのうち，国の高等教

育の修学支援新制度の対象となっている大学等に入学されたかた 

③ 国の高等教育の修学支援新制度を申請し，第Ⅰ区分iiで採用されているか

たのうち，入学金の減額が適用されるかた 

④ 大学等が実施する他の減免等の制度により入学金の全額免除を受けてい

ないかた（入学後に全額免除を受ける見込みであるかたを含む。） 

 

３．給付額 

入学金の実負担額を給付します（上限２０万円，１人１回に限ります。） 

 ※実負担額とは，入学金の額から他の減免制度の減額分を控除した額のこと

をいいます。 

 

４．実 績 

年度 件数 給付額 

平成２９年度 ４２件 8,070,000 円 

平成３０年度 ４０件 7,440,000 円 

令和元年度 １６件 2,410,000 円 

令和２年度  ５件 190,000 円 

 ※ 令和元年度から実績数が減少しているのは，国の高等教育の修学支援新

制度が開始したことによるもの。  

                                                   
i国，地方公共団体及び学校法人が設置する 

●大学 ●短期大学 ●高等専門学校（第 1 学年から第 3 学年までを除く）●高等学校専攻科 
●特別支援学校専攻科 ※大学院は対象外です。 

ii 住民税非課税世帯・生活保護世帯相当 

【資料】（２）大学等入学支援基金事業について 
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